
医療保険の被保険者等記号・番号が個人単位化されることに伴い、医療保険制度

の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律（令和
元年法律第９号）により、保険者番号及び被保険者等記号・番号（以下「被保険者等
記号・番号等」という。）について、個人情報保護の観点から、健康保険事業又はこれ
に関連する事務の遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止する「告知要求制
限」の規定が設けられました。

告知要求制限の規定は令和２年１０月１日から施行され、同日以降、原則として、本
人確認等を目的として被保険者等記号・番号等の告知を求めることが禁止されます。

つきましては、建設業・関連業等に係る申請において、健康保険被保険者証（写）を
添付する際は、被保険者等記号・番号にマスキングをしていただくようにお願いいたし
ます。

国土交通省 北陸地方整備局

健康保険被保険者証（写）を添付する際は、
保険者番号及び被保険者等記号・番号に

マスキングをお願いします！！

＜問合せ先＞

〒950-8801
新潟市中央区美咲町１－１－１ 新潟美咲合同庁舎１号館 ２階

北陸地方整備局 建政部 計画・建設産業課 TEL 025-370-6571（直通）


